
 

議案第４６号  

 

 

   調布市立学校学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償   

に関する条例の一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  平成２７年  ６  月１１日  

 

 

               提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 補償基礎額について改めるため，提案するものであります。  



 

調布市条例第    号  

 

 

   調布市立学校学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償    

   に関する条例の一部を改正する条例  

 

 

第１条  調布市立学校学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例（平成１４年調布市条例第６号）の一部を次のように改正する｡ 

別表学校医及び学校歯科医の補償基礎額の項中「６，８７７円」を  

「６，８８９円」に，「８，６００円」を「８，６１２円」に，  

「１１，４２０円」を「１１，４３５円」に，「１２，９６０円」を  

「１２，９７８円」に，「１５，５００円」を「１５，５２０円」に，  

「１６，５２９円」を「１６，５５０円」に改め，同表学校薬剤師の補償

基礎額の項中「５，６６４円」を「６，０３３円」に，「６，５６４円」

を「７，１９８円」に，「８，００１円」を「８，７４１円」に，  

「９，６５０円」を「１０，０４５円」に，「１０，８４５円」を  

「１１，６０６円」に，「１２，０１６円」を「１２，１３４円」に改め

る。  

第２条  調布市立学校学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例の一部を次のように改正する。  

  別表学校医及び学校歯科医の補償基礎額の項中「６，８８９円」を  

「７，００５円」に，「８，６１２円」を「８，７０９円」に，  

「１１，４３５円」を「１１，４２７円」に，「１２，９７８円」を  

「１２，９６９円」に，「１５，５２０円」を「１５，５１０円」に，  

「１６，５５０円」を「１６，５３９円」に改め，同表学校薬剤師の補償

基礎額の項中「６，０３３円」を「６，１０５円」に，「７，１９８円」

を「７，１９７円」に，「８，７４１円」を「８，９１６円」に，  

「１０，０４５円」を「１０，４２２円」に，「１１，６０６円」を  

「１１，４３３円」に，「１２，１３４円」を「１１，８２６円」に改め ,



 

同表備考第２項第２号中「医師及び歯科医師にあっては４年，薬剤師にあ

っては５年」を「４年」に改め，同項中第３号を削り，第４号を第３号と

し，第５号を第４号とし，第６号を第５号とする。  

 

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の調布市立学校学校医，学校歯科医及び学校

薬剤師の公務災害補償に関する条例（以下「第１条による改正後の条例」

という。）別表の規定は，平成２６年４月１日（以下「適用日」という。 )

以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき

事由が生じた傷病補償年金，障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後

の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し，適用日前に

支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については，

同表の規定にかかわらず，なお従前の例による。  

３  第２条の規定による改正後の調布市立学校学校医，学校歯科医及び学校

薬剤師の公務災害補償に関する条例（以下「第２条による改正後の条例」

という。）別表（経験年数が１０年未満である学校医及び学校歯科医並び

に経験年数が５年未満及び１０年以上２０年未満である学校薬剤師の補償

基礎額に係る部分に限る。）の規定は，平成２７年４月１日以後に支給す

べき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷

病補償年金，障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支

給すべきものの補償基礎額について適用し，同日前に支給すべき事由が生

じたその他の公務災害補償の補償基礎額については，同表の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。  

４  第２条による改正後の条例別表（経験年数が１０年未満である学校医及

び学校歯科医並びに経験年数が５年未満及び１０年以上２０年未満である

学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。）の規定は，この条例の施行



 

の日（以下「施行日」という。）以後に支給すべき事由が生じた公務災害

補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金，障害補償年

金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基

礎額について適用し，施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災

害補償の補償基礎額については，同表の規定にかかわらず，なお従前の例

による。  

５  適用日から施行日の前日までの間において，第１条の規定による改正前

の調布市立学校学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例別表の規定による傷病補償年金，障害補償年金及び遺族補償年金

（適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。）並びに同表の規定

による休業補償，障害補償一時金，遺族補償一時金及び葬祭補償（適用日

から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。）とし

て支払われた金額は，これらに相当する第１条による改正後の条例の規定

による公務災害補償の内払とみなす。  

６  平成２７年４月１日から施行日の前日までの間において，第２条の規定

による改正前の調布市立学校学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例別表（経験年数が１０年未満である学校医及び学校歯

科医並びに経験年数が５年未満及び１０年以上２０年未満である学校薬剤

師の補償基礎額に係る部分に限る。）の規定による傷病補償年金，障害補

償年金及び遺族補償年金（平成２７年４月１日から施行日の前日までの間

に係る分に限る。）並びに同表の規定による休業補償，障害補償一時金，

遺族補償一時金及び葬祭補償（平成２７年４月１日から施行日の前日まで

の間に支給すべき事由が生じたものに限る。）として支払われた金額は，

これらに相当する第２条による改正後の条例の規定による公務災害補償の

内払とみなす。  


